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※ 年齢は離職日における年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ 賃金日額＝（賞与や特別の賃金等を除く6か月の給与総額）÷180
※ 基本手当日額の最低額　1,600円→1,864円　　最高額　7,505円→7,890円
※ 平成23年8月1日より適用　
※ 高年齢雇用継続給付の支給限度額も変更　327,486円→344,209円
資料出所　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/kihonteate.html
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雇用保険失業給付（基本手当日額）のめやす
平成23年8月1日より

　今回は、「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする改正雇用保険法が施行されること、また
毎月勤労統計調査による平成22年度の平均給与額が平成21年度より約0.3％上昇したことに伴い、5年
ぶりに引き上げられました。

（単位：円）


